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【新校の概要】
国際に関する学科及び普通科の併置校として、和光国際高校と和光高校を統合し、現在

の和光国際高校の場所に新校を設置します。

【設置時期】
○ 新校は、令和８年度に開校します。

－生徒募集について－
○ 新校は、令和８年度入学者選抜から生徒募集を行います。
○ 和光国際高校は、令和７年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
○ 和光高校は、令和５年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
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１ 国際感覚を身に付けたグローバル人材を育成する高校の設置１ 国際感覚を身に付けたグローバル人材を育成する高校の設置
和光国際高校と和光高校の統合和光国際高校と和光高校の統合

◇ 国際感覚や語学力を身に付け、国内外で活躍できるグローバル人材の育成を目指

します。

◇ 自国の伝統や文化を理解し、異なる文化や価値観を尊重する態度を育成するとと
もに、ＳＤＧｓ※などの地球規模の課題の探究活動に取り組みます。

◇ 国際に関する学科の中心的役割を担う高校を目指します。

新校の基本方針新校の基本方針

令和５年度
入学者選抜

令和６年度
入学者選抜

令和７年度
入学者選抜

令和８年度
入学者選抜

新校 ○

和光国際高校 ○ ○ ○

和光高校 ○

【新校の概要】
国際に関する学科及び普通科の併置校として、岩槻高校と岩槻北陵高校を統合し、現在

の岩槻高校の場所に新校を設置します。

【設置時期】
○ 新校は、令和８年度に開校します。

－生徒募集について－
○ 新校は、令和８年度入学者選抜から生徒募集を行います。
○ 岩槻高校は、令和７年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
○ 岩槻北陵高校は、令和５年度入学者選抜まで生徒募集を行います。

岩槻高校と岩槻北陵高校の統合岩槻高校と岩槻北陵高校の統合

◇ 国際感覚や語学力を身に付け、国内外で活躍できるグローバル人材の育成を目指

します。
◇ 自国の伝統や文化を理解し、異なる文化や価値観を尊重する態度を育成するとと

もに、ＳＤＧｓ※などの地球規模の課題の探究活動に取り組みます。

◇ 地域の伝統産業を海外に発信することで、地域社会に貢献しつつ、豊かな表現力
を身に付けることを目指した教育を行います。

新校の基本方針新校の基本方針

令和５年度
入学者選抜

令和６年度
入学者選抜

令和７年度
入学者選抜

令和８年度
入学者選抜

新校 ○

岩槻高校 ○ ○ ○

岩槻北陵高校 ○



【新校の概要】
国際に関する学科及び普通科の併置校として、秩父高校と皆野高校を統合し、現在の秩

父高校の場所に新校を設置します。

【設置時期】

○ 新校は、令和８年度に開校します。

－生徒募集について－
○ 新校は、令和８年度入学者選抜から生徒募集を行います。
○ 秩父高校は、令和７年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
○ 皆野高校は、令和５年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
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２ アニメーション・美術分野で活躍できる人材を育成する高校の設置２ アニメーション・美術分野で活躍できる人材を育成する高校の設置

秩父高校と皆野高校の統合秩父高校と皆野高校の統合

◇ 国際感覚や語学力を身に付け、国内外で活躍できるグローバル人材の育成を目指

します。
◇ 自国の伝統や文化を理解し、異なる文化や価値観を尊重する態度を育成するとと

もに、ＳＤＧｓ※などの地球規模の課題の探究活動に取り組みます。
◇ 地域の観光資源を海外に発信することで、地域社会に貢献しつつ、豊かな表現力

を身に付けることを目指した教育を行います。

新校の基本方針新校の基本方針

令和５年度
入学者選抜

令和６年度
入学者選抜

令和７年度
入学者選抜

令和８年度
入学者選抜

新校 ○

秩父高校 ○ ○ ○

皆野高校 ○

【新校の概要】
アニメーション・美術に関する学科及び普通科の併置校として、越生高校と鳩山高校を

統合し、現在の越生高校の場所に新校を設置します。

【設置時期】

○ 新校は、令和８年度に開校します。

－生徒募集について－
○ 新校は、令和８年度入学者選抜から生徒募集を行います。
○ 越生高校は、令和７年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
○ 鳩山高校は、令和５年度入学者選抜まで生徒募集を行います。

越生高校と鳩山高校の統合越生高校と鳩山高校の統合

◇ クリエイティブな分野で活躍できる人材の育成を目指します。

◇ 美術に関する専門科目に加え「アニメーション」に関する科目などを設け、専門

的な知識や技術の習得を目指します。
◇ 県内にあるアニメーションスタジオなどの外部機関との連携を通して、より実践

的・体験的な学習活動を行います。

新校の基本方針新校の基本方針

令和５年度
入学者選抜

令和６年度
入学者選抜

令和７年度
入学者選抜

令和８年度
入学者選抜

新校 ○

越生高校 ○ ○ ○

鳩山高校 ○



【新校の概要】
ビジネスに関する学科及び普通科の併置校として、八潮南高校と八潮高校を統合し、現

在の八潮南高校の場所に新校を設置します。

【設置時期】
○ 新校は、令和８年度に開校します。

－生徒募集について－
○ 新校は、令和８年度入学者選抜から生徒募集を行います。
○ 八潮南高校は、令和７年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
○ 八潮高校は、令和５年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
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４ 先端産業分野で活躍できる人材を育成する高校の設置４ 先端産業分野で活躍できる人材を育成する高校の設置

八潮南高校と八潮高校の統合八潮南高校と八潮高校の統合

◇ ビジネス分野で活躍できる人材の育成を目指します。
◇ 科学的根拠に基づいたデータ分析や課題研究※などを通して、創造的に解決する

力や社会人基礎力※を養います。
◇ 株式会社の設立・マネジメントなど実践型のビジネス教育に取り組むパイロット

校を目指します。

新校の基本方針新校の基本方針

令和５年度
入学者選抜

令和６年度
入学者選抜

令和７年度
入学者選抜

令和８年度
入学者選抜

新校 ○

八潮南高校 ○ ○ ○

八潮高校 ○

【新校の概要】
県内初の工業に関する学科及び情報に関する学科の併置校として、大宮工業高校と浦和

工業高校を統合し、現在の大宮工業高校の場所に新校を設置します。

【設置時期】
○ 新校は、令和８年度に開校します。

－生徒募集について－
○ 新校は、令和８年度入学者選抜から生徒募集を行います。
○ 大宮工業高校は、令和７年度入学者選抜まで生徒募集を行います。
○ 浦和工業高校は、令和５年度入学者選抜まで生徒募集を行います。

大宮工業高校と浦和工業高校の統合大宮工業高校と浦和工業高校の統合

◇ 機械、電気、建築、ロボット技術及び専門情報に関する学科を置き、先端産業分
野で活躍できる人材の育成を目指します。

◇ 学科横断型の課題研究※などを通して専門知識の統合を図り、新たな価値の創造
に結び付けていく資質・能力を育成します。

◇ 県内の工業・情報教育の拠点となる高校を目指します。

新校の基本方針新校の基本方針

令和５年度
入学者選抜

令和６年度
入学者選抜

令和７年度
入学者選抜

令和８年度
入学者選抜

新校 ○

大宮工業高校 ○ ○ ○

浦和工業高校 ○

３ ビジネス分野で活躍できる人材を育成する高校の設置３ ビジネス分野で活躍できる人材を育成する高校の設置



○ 魅力ある県立高校づくり実施方策策定に向けて（再編整備の進め方）

○ 用語の解説
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魅力ある県立高校づくり実施方策策定に向けて（再編整備 

の進め方） 
              

埼玉県教育委員会は、中学校卒業者数が減少する中、多様化する教育ニーズや高校

中途退学などの課題に対応し、県立高校の活性化・特色化を図るため、「２１世紀い

きいきハイスクール構想（平成１１年度～平成２５年度）」に基づき、５年ごとに前

期、中期、後期の「推進計画」を定め、総合学科高校や多部制定時制高校など様々な

タイプの特色ある県立高校を設置してきました。 

構想終了後は、生徒数の変動が限定的であることから、教育の質を向上させるとと

もに、学科の再編や教育課程の改編に取り組んできました。 

しかしながら、再び中学校卒業者数の減少や社会状況の変化、生徒・保護者のニー

ズの多様化などが見込まれたため、特別支援学校も含めた県立学校のより一層の活性

化･特色化を図ることを目的に、平成２８年３月に「魅力ある県立学校づくりの方針」

を策定しました。 

同方針に基づき、平成２８年度、魅力ある県立学校づくりに向け、全ての県立学校

では、学校の特色の一層の可視化を図るため「学校の活性化・特色化方針」を策定、

公表しました。 

併せて、県教育委員会では、社会のニーズに対応した特色ある高校の設置や、教育

環境の整備のための県立高校の再編整備などについて検討を進めています。今後人口

の減少が進み、これまで以上に地域と学校の連携が求められる中で、実態を把握する

ため、学校や市町村を訪問し意見交換を進めてきました。こうしたことにより「学校

や地域の現状を踏まえ計画を進めていくこと」の重要性を改めて確認したところです。 

そこで、県立高校の再編整備を進めていくに当たり、「魅力ある県立高校づくり実

施方策策定に向けて（再編整備の進め方）」を定めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ はじめに 

埼玉県教育委員会 

平成３０年４月 

参考資料 
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今後、産業・就業構造の変化やグローバル化の進展に加え、超スマート社会（Society 

5.0）の鍵を握る IoT や AI の社会への普及拡大が見込まれるなど、将来の予測が困難

な時代を迎えています。 

また、少子高齢化の急速な進行や生産年齢人口の大幅な減少による経済規模の縮小、

社会保障費の増大などが懸念されています。 

このような変化の激しい社会をたくましく生きる生徒の育成には、基礎的・基本的

な知識・技能を確実に習得させるとともに、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調

和のとれた「生きる力」を育むことが大切です。加えて、夢と自信を持ち、可能性に

挑戦するための思考力や判断力、表現力、学びに向かう力などを確実に身に付けさせ

ることも必要です。 

さらに、地域活性化の観点から、地域における学校の役割が大きくなってきていま

す。そのため、学校には、地域と連携して地域とともに活性化を図る取組がますます

求められます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）県立高校の特色化 

これからの県立高校においては、時代の要請に応えられる創造性豊かな人材を育成

するため、一層の活性化・特色化を図り、それぞれの学校のブランド力を高める必要

があります。 

そこで、今後、学校の現状、地域の状況などを見据えながら、県民や生徒、保護者

のニーズに応える特色ある県立高校の設置に向けて、学校規模に関わらず学科再編や

統合などを検討します。 
  

（２）県立高校の活性化 

今後の公立中学校卒業者数を予測すると、平成２９年３月から平成４１年３月まで

の１２年間で、約６２,０００人から約５６,０００人へ約６,０００人減少することが見込まれて

います。 

そのため、県立高校の教育の活性化の観点から、適正な学校規模※１を下回る学校に

ついては、生徒募集の状況や地域の生徒減少率とともに、学校・地域の状況や取組な

ども考慮しながら近隣の学校との統合などを検討します。 
 
 

※１ 適正な学校規模（「魅力ある県立学校づくりの方針」から） 

   全日制の課程における適正な学校規模については、平成２０年度に策定された「２１世紀いき

いきハイスクール推進計画（後期）」や平成２４年度の「魅力ある県立高校づくり懇話会報告書」

を踏まえ、１学年当たり８～６学級を標準とします。 

   ただし、中学校卒業者数の減少が著しく、適正規模を確保することが困難な地域においては、

地域の教育力の維持・向上の観点から、例外的に４学級程度までの規模とする場合があります。 
 

２ 県立高校をめぐる現状と課題 

３ 魅力ある県立高校づくり 

参考資料 参考資料 
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魅力ある県立高校づくりの観点から、県立高校の全日制課程の学校数を今後３期程

度に分けて、平成４１年４月を目途に現在の１３４校を１２１～１２４校程度とする

ことが必要と考えています。 

そのため、高校の現状や地域バランスを考慮し、南部、さいたま及び県央地域※２か

らは２～４校、南西部、川越比企及び西部地域からは２～４校、東部及び利根地域か

らは２～４校、北部及び秩父地域からは２～３校の再編整備を行うことを検討してい

きます。（p.８「県立高校の配置と地域区分等」参照） 

なお、再編整備の実施に当たっては、以下の観点に基づき、検討します。 
 
 
  
 
 
 

① 生徒募集が困難な状況にあり、かつ、将来もその傾向が続くと見込まれ

ることから、教育の活性化のため、適正な学校規模を維持する必要がある。

（進路希望状況調査や入学志願倍率、地域の生徒減少率、募集学級数等を

参考にする。） 
  

② 地域・県民の期待や社会のニーズに対応した特色ある学校を設置する必

要がある。 
  

③ 近隣に同様の教育内容を持つ学校・学科が存在するため、活性化・特色

化を図る必要がある。 
         

※２ 地域については、埼玉県５か年計画 -希望・活躍・うるおいの埼玉- （平成２９年度～平成 

  ３３年度）における地域区分を参考にし、以下のとおりとする。 

 
 
   
 
                                     

地域区分

南部 川口市 蕨市 戸田市

さいたま さいたま市

県央 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 伊奈町

南西部 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 三芳町

川越市 東松山市 坂戸市 鶴ヶ島市 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町

川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 東秩父村

西部 所沢市 飯能市 狭山市 入間市 日高市

東部 春日部市 草加市 越谷市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町

利根 行田市 加須市 羽生市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 宮代町 杉戸町

北部 熊谷市 本庄市 深谷市 美里町 神川町 上里町 寄居町

秩父 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町
④

構成市町村

川越比企

①

②

③

４ 再編整備の進め方 

 再編整備を検討する観点 

参考資料 参考資料 
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④
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用 語 の 解 説 

 
 

行 用 語 解  説 頁 

 
あ 

ＳＤＧｓ 

 「Sustainable Development Goals」（持続可能な開発目標）の

略称。 

 2015年９月の国連サミットで193の全加盟国が全会一致で採択

した「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂
ほうせつ

性のある社

会の実現のために定めた目標。 

１ 

❘ 

２ 

 
か 

課題研究 

 農業、工業、商業、家庭、情報などに設置されている科目。 
 各教科の見方・考え方を働かせ、実践的・体験的な学習活動を

行うことなどを通して、社会を支え産業の発展を担う職業人とし

て必要な資質・能力の育成を目指すもの。 
 具体的には、調査、研究、作品製（制）作、実習などを行う。 

３ 

 
さ 

社会人基礎力 

 「前に踏み出す力」（主体性、実行力など）、「考え抜く力」

（課題発見力、計画力、想像力など）、「チームで働く力」（発

信力、柔軟性など）の３つの能力から構成されており、「職場や

地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な

力」として、経済産業省が提唱。 

３ 

 

  

本編中、※で記した用語の解説をしています。 

参考資料 
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